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４月連絡委員幹事会 会議録 

※会議議題関係部分のみ記録 

 

日 時：令和６年４月８日（月）２０時～ 

場 所：市役所２階 会議室１ 

出席者：連絡委員正副幹事１２名 

   ：事務局４名 

   ：議題説明者３名 

：傍聴者：２名 

 

会議内容 

１ 市長あいさつ 

２ 正幹事・副幹事あいさつ 

３ 議題 

(1) 代表幹事及び副代表幹事の選出について 

下記のとおり決定した。 

代表幹事  新川地区正幹事 新川 清司 

副代表幹事 棚尾地区正幹事 名倉 敏一 

(2) 令和６年度環境衛生事業の協力について（環境課） 

正副幹事：害虫駆除薬剤について、散布の期間は定められているのか。 

   説 明 者：特に定められていない。受け取りは、塩浜事務所を資源ごみステーシ

ョンとして開催している日程等は外していただけるとありがたい。 

   正副幹事：申請は、環境課にすれば良いか。 

   説 明 者：環境課にお願いいたします。 

正副幹事：受け取りはどこでできるのか。 

   説 明 者：塩浜事務所でお渡しできる。５月の中旬以降でお願いをしたい。また、

環境課への申請時に受け取り希望時期を表記していただけるとあり

がたい。 

   正副幹事：錠剤の個数変更はできるのか。 
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   説 明 者：数の変更は可能。申請様式に必要個数等を記入いただきたい。 

   正副幹事：機器が古くなっている。事業を見直してはどうか。 

   説 明 者：地区からも要望等を聞き、検討する。 

(3) 防災行政無線（移動系）の取扱いについて（通知）（防災課） 

正副幹事：表記してある時間にこちらから発信すればよいのか。 

説 明 者：仰る通りです。表記してある時間に発信していただければ応対する。 

正副幹事：大規模災害時に正幹事が防災無線で連絡を受けた場合はどうしたら 

いいのか。 

説 明 者：地区の人たちが早めに行動できるように防災無線を配備している。

少しでも早く情報を地区で共有していただけるとありがたい。 

正副幹事：防災無線は常に持ち歩く必要があるか。 

説 明 者：自宅で充電しておいていただければ。 

正副幹事：無線は使いにくいのでは。 

説 明 者：無線が繋がりにくいことから一般の通信局を使用したものに変えよう

という動きがあったが、能登地震の際に通信局に変更したものが軒並

み使えなくなってしまったという状況があったため再検討中。 

(4) 交通安全施設について（地域協働課） 

   正副幹事：１年でそれくらい設置しているのか。  

   説 明 者：道路照明灯は、新しく開通した道路等に設置するものであり、昨年度

は実績なしであった。なお地域協働課で設置していない部分もある。 

防犯灯は５０件無い程度。基準としては電柱１本おきの設置だが、

要望があれば随時検討する。 

カーブミラーは、新しく家が建ち見にくくなった場合等に設置する

ものであり、５０件無い程度だった。 

   正副幹事：防犯灯について、住宅街の場合、設置希望場所から突き当りの家まで、

何軒無いと設置できないというようなことはあるか。 

   説 明 者：利用者が限られている場合は設置しないという旨を書かせていただい

た。１軒２軒では基本設置しないが、１０軒ほどあれば検討する。 

   正副幹事：防犯灯と道路照明灯の見た目の違いはあるか。 
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   説 明 者：写真にある通り、鶴首のようになっており、高めの場所に照明があり

道路を照らすことができるものを道路照明灯、歩道を照らしている

ものを防犯灯として考えていただければ。 

(5) 令和６年度碧南市交通安全都市推進協議会地域部会全体会議について 

（地域協働課） 

   正副幹事：都市推進協議会は５月７日とあるが、幹事会の前にあるのか。  

   説 明 者：１１時から開催の予定。代表幹事に出席いただく。 

(6) 令和６年度防犯カメラ設置費補助について（地域協働課） 

   正副幹事：作動確認はどこでできるのか 

   説 明 者：区民館に設置されているものについては、区民館内のモニターで確認

できることが多い。 

(7) 町内会情報のホームページへの掲載について（地域協働課） 

   正副幹事：区民館に事務員がおらず、電話に出られない場合は町内会長の連絡先

を掲載するしかないのか。 

   説 明 者：その場合は、町内会長の連絡先をホームページに掲載はせず、地域協

働課までご連絡いただくようにご案内する予定。 

(8) 令和６年度地域振興事業補助金について（地域協働課） 

正副幹事：大浜地区は上中下とあるが、大浜地区へ一括で振込されるのか。  

説 明 者：大浜地区については、上中下それぞれ請求いただきたい。印字した請

求書等の書類を各地区の袋に入れてある。 

   正副幹事：紙でもらっているが、データでの提出もできるのか。 

   説 明 者：データでの提出も可。 

   正副幹事：申請漏れがあるといけないので、もう少し分かりやすくしていただけ

ると助かる。 

   説 明 者：いただいたご意見については、良い方法が無いか検討させていただく。 

(9) 令和６年度区民館等運営事業補助金について（依頼）（地域協働課） 

   正副幹事：申請は区民館単位か。大浜は上中下それぞれで申請すれば良いか。 

   説 明 者：区民館単位でお願いしたい。 

   正副幹事：昨年度からエアコンが壊れているが、補助金の申請等はできるのか。 
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   説 明 者：毎年夏前にご案内しているが、その年に予算化して翌年度修繕できる

よう申請をいただいている。 

   正副幹事：今年修繕したい場合は、立替払いになるのか。 

   説 明 者：先に予算化が必要となるため、基本的には先に申請いただき、お金が

使えることになるのは翌年度となる。ただ中には緊急性を要するケ

ースの可能性もあるため、その際はご相談いただきたい。 

４ その他 

連絡委員幹事に委嘱する協議会等の役職について（地域協働課） 

前年からの役職について、当日配布資料のとおり決定した。 

今年から割り振られた役職については以下のとおり決定した。 

 【正幹事で割り振りする役職】 

中央地区正幹事 碧南市環境審議会 

大浜地区正幹事 碧南市民病院運営審議 

旭地区正幹事 碧南市スポーツ推進審議会 

西端地区正幹事 碧南市健康を守る会 

 

 


